
空き家募集
　鏡野町では、町内への定住を促進するため、
空き家の情報提供を行っています。
　昨今、町内外より空き家を希望する旨の相談
が多く寄せられていますが、空き家の登録数が
少ないため、十分な情報提供ができない状態が
続いています。
◎募集する空き家は、町内にある「居住のため
に建てられた建物及びその敷地」で、現に居住
していない（しなくなる）物件です。なお、賃貸・
分譲の目的でつくられた物件は除きます。

＊空き家は所有しているが、その活用方法につ
いてお悩みの方、一度ご相談ください。

・手続きの仕方がわからない。
・手続きが面倒だ。
・大掛かりな改修が必要ではないか。
・置いてある家財道具をどこまで処分すればよい
のか。
などのご相談をお受けします。
　鏡野町では、岡山県宅地建物取引協会及び岡
山県不動産協会でつくるサブセンター運営協議
会と連絡を取りながら、問題解決に向けてお手
伝いを行います。
≪ご注意≫町が売買賃貸の仲介を行うわけではありません。

お問い合せ先    
鏡野町まちづくり課　電話（０８６８）５４－２９８２

お問い合せ・ご連絡先 
鏡野町　住民税務課 電話（０８６８）５４－２９８５
奥津振興センター 電話（０８６８）５２－２２１１

上齋原振興センター 電話（０８６８）４４－２１１１
富振興センター 電話（０８６７）５７－２１１１
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平成２８年８月～１２月のマイナンバーカード交付

日曜日臨時窓口について
マイナンバーカードの交付通知を受け取られた方で、平日役
場に来られない方のために、８月以降は本庁のみ第２日曜日
を臨時交付窓口として開設します。（月１回の開設となりま
す）
　なお、祝日を除く毎週月曜日は従来どおり午後7時まで延
長窓口で交付を行います。(受付は午後６時30分まで)

※交付通知が届いた日から90日以内に、ご本人が受取りに
お越しください。
※交付を取りやめる方は、「交付取りやめ申請」を役場また
は各振興センターで行ってください。
※受取場所の変更（本庁⇔各振興センター）を希望される方
は、来庁予定日の１週間前までに必ずご連絡ください。

日曜日臨時交付窓口
開設日(第２日曜日) 受付時間 場　　所

８月14日(日)
９月11日(日) 午前９時00分

〜
午後４時30分

場所は役場住民税務課窓口
です。
役場正面玄関からお入りく
ださい。

10月９日(日)
11月13日(日)
12月11日(日)

８月以降は第２日曜日
が臨時窓口となります。
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